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2017年11月に多くの外国籍専門人材を誘致を目的とした「外国籍専門人材の招聘と雇用法」が公布され、その中で外国籍特定
専門人材への労働許可、ビザ、居留、保険、税金、退職等の待遇向上が図られています。

また同法の公布に伴い、財政部が「外国籍特定専門人材の所得税減免弁法」を制定し、2018年2月8日に施行されています。
これにより、一定の条件を満たす外国籍特定専門人材は、同弁法に規定されている租税優遇を利用できます。

上記二法の主なポイントは、以下の通りです。

外国籍「特定専門人材」の租税優遇措置について

①外国籍特定専門人材が、台湾で専門事業に従事する場合に雇用主を介さずに自由に転職が可能となる「就業ゴールドカード」
の申請が可能となった。

②外国籍特定専門人材の招聘雇用の許可期間が3年から5年に拡大された。

③外国籍特定専門人材が台湾での居留権を取得し、かつ給与所得が新台湾ドル300万元を超過した初めての年から起算して
３年間は、滞在日数183日以上の要件を満たした課税年度ごとに、給与所得が300万元を超過した部分の課税を半額にする
優遇措置を設けた。

上記の外国籍特定専門人材の租税優遇措置については、多くの日系企業において金額的なメリットが大きいことが実務によって
明らかになってきていますので、まだ適用を検討されていない日系企業におかれましては、早期にご検討いただければ幸いです。

勤業衆信聯合會計師事務所
日系企業サービスグループ（JSG）一同
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外国籍特定専門人材の租税優遇措置
（1）概要

外国籍専門人材の招聘強化などを目的として、一定の外国籍専門人材は労働許可、ビザ、居留、保険、税金、
退職等において優遇を得ることが可能です。

労働許可
招聘雇用の許可期間を3年から5年に拡大(第7条※)

就業ゴールドカード
労働許可、居留ビザ、外僑居留証及び再入国許可証の4種の証明文書
が一つに纏まった「就業ゴールドカード」の申請が可能 (第8条)

税金優遇
外国籍特定専門人材が台湾での居留権を取得し、かつ
給与所得がNTD300万元を超過した初めての年から起算
して3年間は、滞在日数183日以上の要件を満たした各
課税年度ごとに、給与所得がNTD300万元を超過した部
分の課税を半額にする優遇措置 (第9条)

その他
永久居留、福利厚生、退職保障など
の優遇
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「外国籍専門人材の招聘と雇用法」特設サイト：https://foreigntalentact.ndc.gov.tw

https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/
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外国籍専門人材の招聘強化などを目的として、一定の外国籍専門人材は労働許可、ビザ、居留、保険、税金、
退職等において優遇を得ることが可能です。

外
国
籍
専
門
人
材

外国籍特定

専門人材

適用対象

外国籍専門人材の中でも、中央目的主管機関の公開する、台湾で必要とされるテクノロジー、

経済、教育、文化、芸術、体育及びその他の各分野における特殊技能保有者

 労働部からの「外国籍特定専門人材」の許可通知を入手している方もしくは「就業ゴール

ドカード」を入手している方

 就労のため、初めて台湾での居留を許可された方（2018年1月1日以降に労働許可を切り替

えた方も原則として対象になります）

 専門業務に従事するために雇用された日より前の5年間において、台湾に戸籍がなく、

かつ台湾での年間滞在日数が183日未満の方

 対象課税年度の滞在日数が183日以上の方

 対象課税年度において、専門業務の従事による給与がNTD300万元（国内外）を超えた方

税金優遇
台湾での居留権を取得し、かつ給与所得がNTD300万元を超過した初めての年から起算して３年
間は、滞在日数183日以上の要件を満たした各課税年度ごとに、給与所得が300万元を超過した
部分の課税を半額にする優遇措置 (「外国籍専門人材の招聘と雇用法」第9条)

外国籍特定専門人材の租税優遇措置
（2）優遇税制措置
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外国籍特定専門人材の租税優遇措置
（3）適用イメージ

台湾法人

日本法人日本

3M

Gross Income 
(NTD)

2018年度
（申告済）

2019年度
（申告済）

2020年度
（2021年5月申告）

要件を満たした場合、 に該当する所得が総合所得への計上を

免除されます。2018及び2019年度については、修正申告を行うことで
所得税が還付される可能性があります（2020年度分は直接減免）。

日本法人
支払給与

台湾法人
支払給与

台湾駐在

関連する租税優遇措置は、各要件を充足した場合、2018年度の確定申告分から適用が可能です。日本法人及
び台湾法人でそれぞれ支払う給与収入から計算した給与所得の合計がNTD300万元を超過した部分は、所得総
額への計上が減免されるため、過年度申告分については所得税の還付を受けられる可能性があります。

修正申告

直接減額修正申告
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本件に関しご不明点がございましたら、担当メンバーにお問い合わせください。

Official Website： https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/about-deloitte/topics/deloitte-tw-jsg.html?icid=wn_deloitte-tw-jsg

勤業眾信聯合會計師事務所

日商組（JSG）

11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche

Japanese Services Group

20F, Taipei Nan Shan Plaza, No. 100, Songren Rd., 
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

デロイト台湾日系企業サービスチーム
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